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3月

中央図書館 151-4946
日 場所と貸し出し開始時刻

8・22日g

13・27日e

1・15日g

4・18日c

6日e

7・21日f

5・19日d

鈴川中町フードランド前（10：00）
自由ケ丘県営住宅集会所（14：00）
加島の郷（15日のみ15:00）

天間田代区公会堂駐車場（10：00）
ハックドラッグ川成島店第 2 駐車場（14：00）
JA富士市竪堀支店駐車場（15：00）

東芝松岡アパート（10：00）
高山県営住宅団地内（14：00）
歴史民俗資料館駐車場（15：00）

スーパー吉川中里店駐車場（10：00）
すどの杜（11：00）
四丁河原南公会堂駐車場（15：00）

駿河台団地（ 5日のみ14:15）
富士見台市営住宅集会所前（15：00）
滝戸団地前（14：00）
岩本山団地集会所駐車場（15：00）

富士信用金庫中丸支店駐車場（10：00）
城山町公会堂（14：00）

※都合により中止・変更する場合があります。
※休館日は3・10・17・20・24・28・31日です。

献血にご協力を
福祉総務課 155-2757

3 月の献血
時 間日 場 所

6 日e 市役所駐車場

9 日a
ジャンボエンチョー
富士店駐車場

市役所駐車場
21日f

9:30～16:00
（昼休み12:00～13:15）

9:30～16:00
（昼休み12:00～13:00）

9:30～16:0027日e

9:30～16:00
（昼休み12:00～13:00）

（昼休みなし）

安全は 自
みずか

ら うちから 地域から

件 数
死 者
負傷者

年間累計 昨年比
193件 －
1人

248人 ＋ 7人
0人
11件

（ 1月31日現在）

富士芸術村の活動を手伝っていた
だくボランティアを募集します。
応募を希望する人への説明会・交

流会を下記のとおり実施します。
と き 3 月9 日a 10:00～11:30
ところ フィランセ東館 2階ふくし

学習室
内 容 ①芸術村活動内容とボラン

ティア内容について
②交流会、ワークショップ
「とびだすカード」

参加費 無料
申し込み 3 月 8 日gまでに、電話
またはFAXで富士芸術村準備室へ
163-2417 563-2424

富士芸術村ボランティア
説明会・交流会

文化振興課 155-2874

県内一斉多重債務者相談ウィーク
（ 3 月17日～23日）に合わせて、消
費者金融（サラ金）やクレジットな
どの借金で困っている皆さんを対象
に、司法書士による相談を行います。
相談は無料で、秘密は厳守します
ので、お気軽にご相談ください。
① 3 月18日c

13:00～16:00
富士県民相談室（県富士総合庁舎 2階）
事前に、直接または電話で富士県
民相談室へ 164-2399

② 3 月21日f

10:00～12:00、14:00～16:00
市民相談室（市役所 3階）
事前に、直接または電話で市民生
活課へ

借金でお困りの皆さんへ
多重債務者特別相談

市民生活課 155-2750

応募資格 15歳以上の人
募集作品 小学生を対象読者とし、
人と動物のふれあい、動物の愛護
などを扱った作品で未発表のもの

申し込み 4 月20日（消印有効）ま
でに、作品に①タイトル②氏名

ふりがな

③
年齢④性別⑤職業⑥郵便番号⑦住
所⑧電話（FAX）番号⑨Eメール
アドレス⑩主要登場動物⑪原稿の
総枚数⑫作品募集を何で知ったか
を記入した応募用紙を添えて郵送
で、〒420-0838 静岡市葵区相生
町14-26-3 静岡県獣医畜産会館2
階6静岡県動物保護協会へ

第20回 日本動物児童文学賞作品

夜間・日曜納税相談
～市役所～

国民健康保険課（3階）155-2753

（（国民健康保険税））
3月17日B・18日C 17:00～19:00

3 月30日A 9:00～16:00

販売価格 1 冊 500円（税込み）
販売場所
・文化振興課（市役所7階）
・学進堂書店（吉原 2）
・戸田書店富士店（永田町 2）
・富士江崎書店（原田）
・岳陽堂書店（本町）
・谷島屋新富士店（川成島）
・谷島屋富士松岡ショップ（松岡）
・三浦書店（水戸島元町）
・山本書店（横割本町）
・広文堂書店（鷹岡本町）

市民文芸 第44号
～文化振興課・書店にて販売中～

文化振興課　155-2874

（（市県民税・固定資産税））
3月31日B 17:00～19:00

収税課（3階）155-2730

環境衛生課　155-2768

コミュニティFM Radio-f
エフ

好評放送中!!
富士市インフォメーション

【放送時間】月～金曜日 7:30～、
15:30～、17:30～　土曜日 11:30～

下記の人に対する児童扶養手当を
4月分から減額します。
対　象 児童扶養手当の申請から 5
年以上たつ人または離婚などから
7年以上たつ人で、どちらも子ど
もが 8歳以上の人

※就労している人などは、減額が一
時免除されます。事前に児童福祉
課から送付する申請書に必要事項
を記入し、雇用主の証明などを添
えて直接または郵送で、〒417-
8601 富士市役所児童福祉課へ
詳しくは、児童福祉課（ 4月から
は子育て支援課）へお問い合わせ
ください。

児童扶養手当の減額が
始まります
児童福祉課　155-2763

  


